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ア 委員会意見の取りまとめについて 

（ア）任意協議会に係るもの 

 ■協議事項【総括的事項】 

 ＜市民周知用冊子（案）について＞ 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

■協議事項【合併関係項目】 

 ＜新市まちづくり計画（案）について＞ 

 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

■その他 

 ＜任意協議会の解散及び決算について＞ 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

■その他 

 ＜法定合併協議会について＞ 
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イ 事務事業調整に係る各部会への調査の実施について 

■調査の実施について 

前回（７月４日）開催の調査特別委員会において、任意協議会で実施された３，２７０件の

事務事業調整内容について、合併した場合のスケールメリットや行財政改革の効果を見出すた

めの具体的調整内容について、部会別に集中的に調査することとした。 

 

■部会・分科会における事務事業調整の方針 

（１）基本的な方針 

 合併に関する検討は行財政基盤の強化を主たる目的としており、事務事業の調整にあたって

は２市のこれまでのまちづくりや地域特性、歴史、経緯を尊重しつつ、合併した場合のスケー

ルメリットや行財政効果により、財政効果が確保できるよう次の基本原則に基づき調整を行う。 

 

（２）基本原則 

   ①健全な財政運営・行政改革の推進 

     新市において、健全な効率的な行政運営が可能となるよう、現在及び今後の社会情勢の

動向等も踏まえ、行財政改革の視点から事務事業の妥当性・必要性について十分に検討を

行い、調整に努める。 

   〔具体的な調整方針〕 

    ◇両市で類似する事業はできる限り整理・統合する。 

    ◇両市の事務事業の統合にあたっては、現状の２市の決算額の合計の範囲内で実施できる

よう調整に努める。 

    ◇抜本的な事務事業の見直しを行い、必要性に乏しい事務事業については廃止・縮小する。 

   ②適正規模基準 

     新市の人口、面積等の規模に見合った適正な事務事業を進める必要があることから、県

内の施行時特例市（平塚、茅ヶ崎、厚木、大和）などの規模的に類似した団体の状況を調

査し、適正な規模の事務事業となるよう調整に努める。 

   ③一体性の確保 

     市民生活に混乱や支障をきたすことのないように、速やかに一体性を確保できるよう調

整に努める。なお、合併時の統合・再編を原則とするが、これまでの経緯や財政的観点等

から速やかな事務事業の統合が困難な場合は、統合する期限を明確にする。 

 ④負担の公平 

    使用料・手数料や地方税など市民が直接負担するものについては、市民に不公平感を与

えないよう十分配慮し、行政サービス格差を生じないよう調整に努める。なお、一方の市

の市民にとって、急激な負担増となる場合は、段階的な統合も考慮に入れる。 

 ⑤市民サービスの向上 

     市民サービスの水準に差異があるものについては、サービス水準や内容等を十分に検討

し、より効果的な方法で市民サービスの向上が図られるよう調整に努める。 

 ⑥地域特性の尊重 

     ２市の地域性を踏まえ実施されてきた固有の事務事業については、地域の歴史、文化等

に配慮するとともに、地域の魅力を活かしたまちづくりの実現に向け、他の原則との整合

性に留意しつつ、可能な限り尊重に務める。 
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■調査対象とする各部会 

 事務事業調整の方針における基本原則、及び任意協議会における協議を踏まえ調査を行う。 

 

 

■実施の方法 

  開催日時：平成２９年８月２８日（月）１３時１５分から 

  開催期間：平成２９年８月から１２月までの間 

 開催場所：第１委員会室又は全員協議会室 

 説明員等：任意協議会各部会に携わった執行部各部局職員（部局長以下）１４部会のうち調査対象

となる部会 

■部会別事務事業調整に係る事務事業数

部会 分科会 Aランク Bランク Cランク 合計

企画 56 3 141 200

総務・財務 79 23 213 315

市民 82 18 67 167

防災・消防 28 0 32 60

文化 89 26 116 231

環境 46 15 159 220

福祉・医療 225 15 337 577

子ども・青少年 81 14 95 190

経済 148 30 252 430

都市 64 0 190 254

建設 39 2 135 176

下水道 21 0 47 68

水道 19 2 62 83

教育 67 15 164 246

議会 6 0 45 51

事務局 2 0 0 2

1,052 163 2,055 3,270

部　　会 分科会 Aランク Bランク Cランク 合計 開催日

環境 46 15 159 220

経済 148 30 252 430

小計 650

都市 64 0 190 254

建設 39 2 135 176

下水道 21 0 47 68

水道 19 2 62 83

小計 581

防災・消防 28 0 32 60

福祉・医療 225 15 337 577

小計 637

文化 89 26 116 231

子ども・青少年 81 14 95 190

教育 67 15 164 246

小計 667

企画 56 3 141 200

総務・財務 79 23 213 315

市民 82 18 67 167

小計 682

合計 3,217

上記各部会に係る事務事業調整件数3,270件のうち、議会部会及び事務局を
除く各部会の3,217件を5日間に分け、事務事業調整方法等の確認と理解を深
めるため質疑確認を行う

案
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■調査のポイント 

 事務事業調整の方針や調整方法に対する考え方等についての確認等 

 Ａランクを基本とし、必要とあればＢＣランクについても確認する（なお、スムースに進行するた

め対象とする事務事業については事前に抽出をしておく。） 

 

■調査対象とする部会別事務事業調整項目の抽出（案） 

 市民生活に直接関係する事務事業について抽出 

事務事業名 部会名 事務事業名 部会名 

１ 保育園保育料 

２ 子育て支援サービス事業 

３ 小児医療費助成事業 

４ ひとり親家庭に対する支援事業 

５ 私立幼稚園就園費補助事業 

６ 就学援助事業 

７ 放課後児童クラブ・学童保育運営事業 

８ 教育相談等充実事業 

９ 教育スタッフ配置事業 

10 高等学校奨学金給付事業 

11 国民健康保険料・国民健康保険税 

12 介護保険料 

13 高齢者生活支援事業 

14 高齢者の生きがいづくり事業 

15 障がい児者手当支給事業 

16 重度障がい者医療費助成事業 

17 障がい者移動支援事業 

18 各種がん検診等事業 

19 特定不妊治療費助成事業 

20 乳幼児健診事業 

21 市立病院各種利用料 

22 防災情報伝達事業 

23 自主防災組織育成事業 

24 木造住宅耐震化推進事業 

25 市民相談事業 

 

子ども青少年 

子ども青少年 

子ども青少年 

子ども青少年 

教育 

教育 

教育 

教育 

教育 

教育 

福祉・医療 

福祉・医療 

福祉・医療 

福祉・医療 

福祉・医療 

福祉・医療 

福祉・医療 

福祉・医療 

福祉・医療 

福祉・医療 

福祉・医療 

防災・消防 

防災・消防 

防災・消防 

市民 

 

26 女性相談事業 

27 消防団 

28 ごみ処理手数料等 

29 ごみの分別・収集事業 

30 ごみの減量化事業 

31 し尿収集事業 

32 斎場・霊園運営事業 

33 都市間交流事業 

34 生涯学習施設運営事業 

35 スポーツイベント開催事業 

36 学校施設開放事業 

37 中小企業支援事業 

38 就職・勤労者支援事業 

39 観光振興イベント補助事業 

40 農業振興補助事業 

41 水道料金 

42 水道サービスセンター 

43 水質管理事業 

44 下水道使用料 

45 水洗化工事助成事業 

46 戸籍・住民票関係証明手数料 

47 自治会活動助成等事業 

48 地方税 

49 町名・字名 

50 都市内分権 

 

市民 

防災・消防 

環境 

環境 

環境 

環境 

環境 

文化 

文化 

文化 

教育 

経済 

経済 

経済 

経済 

水道 

水道 

水道 

下水道 

下水道 

市民 

市民 

総務・財政 

総務・財政 

事務局 

※各事務事業調整に係る調整方法、調整結果等は、次ページ以降に記載。 

 

 

調査対象とする部会別事務事業調整項目の抽出は、次のとおりとする。 
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保育園保育料 

 ４歳以上は南足柄市の水準を適用し、３歳以下は小田原市の水準を基本として新たな水準を採用する。

その結果、両市民とも保育料が上がる世帯もあれば、下がる世帯もある。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

市民税非課税世

帯 

３歳未満 3,000円／月 4,000円／月 3,000円／月 

３歳 2,000円／月 3,000円／月 2,000円／月 

４歳以上 3,000円／月 3,000円／月 3,000円／月 

市民税所得割が

年額７万円の世

帯 

３歳未満 21,500円／月 16,000円／月 21,500円／月 

３歳 16,000円／月 14,000円／月 16,000円／月 

４歳以上 16,100円／月 16,100円／月 16,100円／月 

保育料最高額 ３歳未満 56,000円／月 59,000円／月 64,000円／月 

３歳 30,000円／月 39,000円／月 32,000円／月 

４歳以上 25,700円／月 25,700円／月 25,700円／月 

※ 南足柄市においては、平成 29年 9月から料金が改定され、上記の金額よりも高くなっている方がい

る。 

 

子育て支援サービス事業 

 子育て支援の施設数は現状と変わりませんが、岡本子育て支援センターは出張ひろばに改編される。

また、地域子育てひろば（サロン）の運営形態は市からの委託となり、南足柄市に設置されているサロ

ンには新たに市からの委託金が支給される。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

子育て支援センター ４箇所 ２箇所 ５箇所 

出張ひろば ０箇所 １箇所 ２箇所 

地域子育てひろ

ば（サロン） 

箇所数 ２３箇所 ３箇所 ２６箇所 

運営形態 市からの委託 自主運営 市からの委託 

※ 岡本子育て支援センターは、平成２９年度から既に出張ひろばへと改編されている。 

 

小児医療費助成事業 

 支給対象者については小田原市の水準を適用するため、南足柄市民にとっては助成を受けられる方が

増加する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

支給対象年齢（通院） 中学校卒業まで 小学校４年生まで 中学校卒業まで 

支給対象年齢（入院） 中学校卒業まで 中学校卒業まで 中学校卒業まで 

所得制限 小学校就学後からあり １歳からあり 小学校就学後からあり 

※ 南足柄市の支給対象年齢（通院）は、平成 29 年 10 月から中学校卒業までに拡大されるが、中学生

については、「市民税非課税世帯のみ」という所得制限がある。 
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ひとり親家庭に対する支援事業 

 自立支援教育訓練給付事業については小田原市の水準を適用するため、南足柄市民にとっては教育訓

練給付金の受給資格がある方も給付を受けられる。母子及び父市家庭生活資金貸付事業については神奈

川県に同種の事業があるため、廃止する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

ひとり親家庭等医療費助成事業 あり あり あり 

母子家庭等自立

支援教育訓練給

付事業 

教育訓練給付金

の受給資格を有

しない者 

経費の６割を給付

（上限 20万円） 

経費の６割を給付

（上限 20万円） 

経費の６割を給付

（上限 20万円） 

教育訓練給付金

の受給資格を有

する者 

経費の４割を給付

（上限 20万円） 

なし 経費の４割を給付

（上限 20万円） 

母子及び父子家庭生活資金貸付事業 なし 上限 20 万円の貸付

け 

廃止 

 

私立幼稚園就園費補助事業 

 両市とも国で定める基準額を補助していることから、合併後も国で定める基準額を補助し、引き続き

保護者の経済的負担を軽減する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

補助金額 国で定める基準 国で定める基準 国で定める基準 

 

就学援助事業 

 小田原市の水準を適用するため、南足柄市の準要保護世帯への支給については、学用品費及び通学用

品費の額が２倍となり、眼鏡代が新たに支給される。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

要保護世帯への援助 修学旅行費のみ 修学旅行費のみ 修学旅行費のみ 

準要保護世帯へ

の援助 

対象世帯 生活保護基準の 1.3

倍以内 

生活保護基準の 1.3

倍以内 

生活保護基準の 1.3

倍以内 

学用品費等の支

給額 

国の単価と同額 学用品費、通学用品

費は国単価の半額 

それ以外は国の単

価と同額 

国の単価と同額 

給食費の支給額 徴収額相当 徴収額相当 徴収額相当 

医療費の支給額 実費相当 実費相当 実費相当 

その他の支給 眼鏡代の支給 なし 眼鏡代の支給 
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放課後児童クラブ・学童保育運営事業 

 合併時は両市の運営方法を継続するが、合併後５年を目処に小田原市の水準を適用する。その結果、

南足柄市民にとっては、対象学年が拡大し、月額負担金も軽減される。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

運営形態 市による直営 保護者会が運営（一部Ｎ

ＰＯ法人に委託） 

合併後５年を目途に、市

による直営とする。 

対象学年 １～６年生 １～４年生 １～６年生 

保護者月額負担金 7,000円 9,500円～12,500円 7,000円 

生活保護世帯・就学援

助認定世帯への支援 

負担金の減免 負担金の市からの補助 負担金の減免 

 

教育相談等充実事業 

 小田原市のみに設置されている専任相談員、指導員が南足柄市の児童・生徒への相談・指導にも対応

するため、南足柄市民への対応が強化される。また、教育相談指導学級の設置や校内支援員の配置を両

市とも引き続き行い、不登校対策への支援を合併後も行っていく。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

教育相談員等の配置 教育相談員 ３人 

心理相談員 ２人 

専任スタッフなし 教育相談員 ３人 

心理相談員 ２人 

生徒指導員の配置 生徒指導員 ５人 なし 生徒指導員 ７人 

教育相談指導学級 ２箇所 １箇所 ３箇所 

校内支援員の配置校 ６校 ３校 ７校 

 

教育スタッフ配置事業 

 小田原市のみに設置されているスタディサポートスタッフ・少人数指導スタッフを南足柄市内の学校

にも配置されるため、きめ細かな指導が強化される。また、外国語教育の充実や教育上の配慮を必要と

する児童・生徒に対する個別支援については、合併後も引き続き行っていく。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

スタディサポートス

タッフの配置（小学校

１年生・２年生） 

30 人を超え 35 人以下の

学級がある学年に１人 

なし 30 人を超え 35 人以下の

学級がある学年に１人 

少人数指導スタッフ

配置（小学校３年生～

６年生） 

35 人以上の学級数が多

い学校から順次配置 

なし 35 人以上の学級数が多

い学校から順次配置 

外国人英語指導助手

の配置 

６人 ３人 両市の予算額の範囲内

で引き続き配置 

個別指導員・ステップ

アップサポーターの

配置 

８１人 ２２人 両市の予算額の範囲内

で引き続き配置 
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高等学校奨学金給付事業 

 小田原市の水準を適用し、南足柄市の高校生も新たに給付対象者に含まれることになる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

給付額 年額 30,000円 事業休止中 年額 30,000円 

給付予定人数 100人／年 100人／年 

 

国民健康保険料・国民健康保険税 

 名称及び賦課割合は小田原市の水準を適用し、保険料は両市民の平均値となるように設定する。南足

柄市民にとっては、平等割の割合が低下するため、低所得世帯及び扶養家族が多い世帯の保険料が軽減

される。また、全体的に小田原市民は負担増、南足柄市民は負担減となる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

名称 国民健康保険料 国民健康保険税 国民健康保険料 

賦課割合 所得割 ５５％ ５０％ ５５％ 

均等割 ３０％ ３０％ ３０％ 

平等割 １５％ ２０％ １５％ 

一人あたり保険

料（税） 

４０歳以上６５

歳未満 

102,776円 108,387円 103,759円 

４０歳未満 

６５歳以上 

92,125円 101,168円 93,709円 

※ 平成 30年度から制度改正が予定されているので、合併後の保険料が変更となる可能性がある。 

 

介護保険料 

 介護保険料の水準は、介護保険事業計画期間（３年間）の被保険者数とサービスに係る費用見込額か

ら算定されるので、合併後の単価・所得段階数・最高料率は、両市の被保険者数及びサービスに係る費

用見込額の合計額を基に、新たな水準として設定する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

単価（年額） 60,720円 54,700円 新たな水準に設定 

所得段階数 13段階 11段階 新たな水準に設定 

最高料率 2.1 2.0 新たな水準に設定 

※ 国民健康保険制度の財政運営が市町村から都道府県に変更される。保険料の率については、今まで

は各市町村が独自に設定していたが、平成 30年度から都道府県が市町村ごとの標準的な率を設定し、

それを基に率を設定することとなる。 
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高齢者生活支援事業 

 緊急通報システム事業については合併後も引き続き行っていくが、南足柄市民にとっては費用負担が

軽減される。配食サービス事業についても引き続き行っていくが、南足柄市民にとっては配食の回数が

増加する一方、１食あたりの費用負担は増加する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

緊急通報システ

ム事業 

対象者 要介護３以上の方

で、満６５歳以上の

ひとり暮らしの方

又は満６５歳以上

の方のみで構成さ

れている世帯の方 

慢性疾患等により

日常注意を要する

状態にあるおおむ

ね６５歳以上のひ

とり暮らし高齢者 

要介護３以上の方

で、満６５歳以上の

ひとり暮らしの方

又は満６５歳以上

の方のみで構成さ

れている世帯の方 

費用負担 月 100 円程度の通

信料のみ 

費用の 0％～30％を

負担する 

月 100 円程度の通

信料のみ 

配食サービス事

業 

対象者 ６５歳以上の市内

居住者のうち、ひと

り暮らし又は高齢

者世帯に属してい

る栄養状態の改善

が必要と認められ

る方 

おおむね６５歳以

上の市内ひとり暮

らし又は高齢者世

帯であり、調理する

ことが困難であり、

かつ、扶養義務者等

から食事の提供を

うけることが困難

な方 

６５歳以上の市内

居住者のうち、ひと

り暮らし又は高齢

者世帯に属してい

る栄養状態の改善

が必要と認められ

る方 

回数 週６回（月～土） 週４回（月～土） 週６回（月～土） 

費用負担 １食 500円 １食 400円 １食 500円 

 

高齢者の生きがいづくり事業 

 敬老祝金贈呈事業は南足柄市の水準を適用し、小田原市で贈呈している祝品については廃止する。 

はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業については、廃止の方向で検討する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

敬老祝金等贈呈

事業 

祝金対象年齢及

び贈呈額 

88歳 5,000円 

99歳 10,000円 

100歳 30,000円 

100歳 50,000円 100歳 50,000円 

祝品をもらえる

方 

男女別の最高齢者、

100歳到達者、結婚

60・70 年を迎える

夫婦 

なし 廃止 

はり・きゅう・マ

ッサージ施術費

助成事業 

対象者 70歳以上の方 なし 廃止 

助成金額 1,000円／回 

※ 小田原市において、99歳に対する贈呈は平成 29年度から廃止。 
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障がい児者手当支給事業 

 両市ともに独自の手当を支給しているが、市域を拡大して合併後も支給する。その結果、どちらの手

当も受給対象者が拡大する。ただし、支給額が減額となる方もいる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

心身障がい児福

祉手当 

対象年齢 20歳未満 なし 20歳未満 

障害程度 身体障害者 

１～４級 

知的障害者 

ＩＱ５０以下 

精神障害者 

１、２級 

身体障害者 

１～４級 

知的障害者 

ＩＱ５０以下 

精神障害者 

１、２級 

給付額 2,000円／月 

（ 生 活 困 窮 者 は

3,000円／月） 

2,000円／月 

重度障がい者等

福祉年金補助金 

対象年齢 なし 65歳未満 65歳未満 

障害程度 神奈川県在宅重度

障害者等手当を受

給する方 

神奈川県在宅重度

障害者等手当を受

給する方 

給付額 12,000円／年 8,000円／年 

 

重度障がい者医療費助成事業 

 支給対象者については所得制限のない小田原市の水準を適用するため、南足柄市民にとっては助成を

受けられる方が増加する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

対象者 身体障害者１・２級、知

的障害者Ａ１・２ 

精神障害者１級 

身体障害者３級かつ知

的障害者Ｂ１ 

身体障害者１・２級、知

的障害者Ａ１・２ 

精神障害者１級 

身体障害者３級かつ知

的障害者Ｂ１ 

身体障害者１・２級、知

的障害者Ａ１・２ 

精神障害者１級 

身体障害者３級かつ知

的障害者Ｂ１ 

所得制限 なし あり なし 
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障がい者移動支援事業 

 小田原市の水準を適用し、南足柄市民にとっては、タクシー利用券の配布枚数が増加し、施設に通所

する際にも交通費の助成が受けられる。なお、南足柄市のみで行われている重度身体障がい者自動車燃

料費助成事業については廃止する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

障がい者福祉タ

クシー助成事業 

タクシー利用券

配布枚数 

４枚／月 

（腎臓機能障害の

方は６枚／月） 

３枚／月 

（腎臓機能障害の

方は６枚／月） 

４枚／月 

（腎臓機能障害の

方は６枚／月） 

対象者 身体障害者１・２級 

知的障害者Ａ１・２ 

精神障害者１級 

身体障害者３級か

つ知的障害者Ｂ１ 

特定疾患医療受給

者証所持者 

小児特定疾患医療

給付決定通知書所

持者 

身体障害者１・２級 

知的障害者Ａ１・２ 

精神障害者１級 

身体障害者１・２級 

知的障害者Ａ１・２ 

精神障害者１級 

身体障害者３級か

つ知的障害者Ｂ１ 

特定疾患医療受給

者証所持者 

小児特定疾患医療

給付決定通知書所

持者 

所得制限 なし 市民税非課税世帯

のみ 

なし 

重度身体障がい

者自動車燃料費

助成事業 

助成額 なし 50円／リットル（限

度額 2,000円） 

廃止 

対象者 身体障害者１・２級 

所得制限 市民税非課税世帯

のみ 

障がい者施設等

通所者交通費助

成 

助成額 バス・電車等…定期

代・運賃の全額 

自家用車等…日額

150円～250円 

なし バス・電車等…定期

代・運賃の全額 

自家用車等…日額

150円～250円 

対象者 就労移行支援事業

所、指定就労継続支

援Ａ・Ｂ型事業所、

自立訓練・生活介護

事業所、 

地域活動支援セン

ターに通所する方 

就労移行支援事業

所、指定就労継続支

援Ａ・Ｂ型事業所、

自立訓練・生活介護

事業所、 

地域活動支援セン

ターに通所する方 
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各種がん検診等事業 

 小田原市民にとっては、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査が集団検診

で受けられるようになる。南足柄市民にとっては、胃がん検診の医療機関での検診が受けられなくなる

が、胃がんリスク検診を新たに受けられるようになる。また、乳がん検診及び前立腺がん検診について

は、対象年齢が縮小される。 

 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

胃がん検診 実施方法 集団検診のみ 集団検診及び医療

機関での検診 

集団検診のみ 

対象者 40歳以上 40歳以上 40歳以上 

胃がんリスク検

診 

実施方法 個別検診のみ なし 個別検診のみ 

対象者 40・45・50・55・60・

65・70歳 

40・45・50・55・60・

65・70歳 

肺がん検診 実施方法 医療機関での検診

のみ 

集団検診及び医療

機関での検診 

集団検診及び医療

機関での検診 

対象者 40歳以上 40歳以上 40歳以上 

大腸がん検診 実施方法 医療機関での検診

のみ 

集団検診及び医療

機関での検診 

集団検診及び医療

機関での検診 

対象者 40歳以上 40歳以上 40歳以上 

乳がん検診 実施方法 集団検診及び医療

機関での検診 

集団検診及び医療

機関での検診 

集団検診及び医療

機関での検診 

対象者 40歳以上の女性 30歳以上の女性 40歳以上の女性 

子宮がん検診 実施方法 集団検診及び医療

機関での検診 

集団検診及び医療

機関での検診 

集団検診及び医療

機関での検診 

対象者 20歳以上の女性 20歳以上の女性 20歳以上の女性 

前立腺がん検診 実施方法 医療機関での検診

のみ 

集団検診及び医療

機関での検診 

集団検診及び医療

機関での検診 

対象者 50歳以上の男性 40歳以上の男性 50歳以上の男性 

肝炎ウイルス検

査 

実施方法 医療機関での検診

のみ 

集団検診及び医療

機関での検診 

集団検診及び医療

機関での検診 

対象者 40歳以上 40歳以上 40歳以上 

 

特定不妊治療費助成事業 

 南足柄市の水準を適用するため、小田原市民も新たに助成を受けられるようになる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

対象者 なし 神奈川県による特定不

妊治療の助成を受けて

いる方 

神奈川県による特定不

妊治療の助成を受けて

いる方 

助成額 最高 100,000円／回 最高 100,000円／回 
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乳幼児健診事業 

 ８～９ヶ月児健診・お誕生前健診については、対象年齢を拡大するため、両市民ともに受けられる機

会が増加する。２歳児については小田原市の水準を適用するため、南足柄市民も新たに歯科検診を受け

られるようになる。３歳児健診は小田原市の水準を適用するため、南足柄市民の対象年齢が変更される。

４・５歳児尿検査については、小田原市の水準を適用するため、南足柄市民も新たに検査を受けられる

ようになる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

４ヶ月児健診 ４ヶ月児 ４ヶ月児 ４ヶ月児 

８～９ヶ月児健診・お

誕生前健診 

８～９ヶ月児 

個別健診 

１０～１１ヶ月児 

個別健診 

８～１１ヶ月児 

個別健診 

１歳６ヶ月児健診 １歳６ヶ月児 １歳６ヶ月児 １歳６ヶ月児 

２歳児歯科健診・指導 ２歳１ヶ月児 

歯科検診を実施 

２歳１ヶ月児 

歯科指導を実施 

２歳１ヶ月児 

歯科検診を実施 

３歳児健診 ３歳６ヶ月児 ３歳１ヶ月児 ３歳６ヶ月児 

４・５歳児尿検査 ４歳児・５歳児 なし ４歳児・５歳児 

 

市立病院各種利用料 

 市立病院の各種利用料のうち特別入院室料及び助産料は、市内居住者と市外居住者とで負担額が違う。

合併後、南足柄市民にとっては市内居住者扱いとなるので、負担額が減少する。 

なお、小田原市の保健センター及び南足柄市の保健医療福祉センターは、合併しても残していくため、

今までどおり、どちらの施設でも受けることができる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

特別入院室料（日額） 通常の入院室料に 1,940

円～12,960円が加算 

通常の入院室料に 2,910

円～19,440円が加算 

通常の入院室料に 1,940

円～12,960円が加算 

助産料 66,000円 110,000円 66,000円 

 

 

 

  



14 

 

防災情報伝達事業 

 防災行政無線及び戸別受信機は、合併後も引き続きご利用できる。ただし、戸別受信機の設置補助に

ついては廃止する。その他の防災情報伝達手段については、小田原市の水準を適用するので、南足柄市

民にとっては新たな手段で防災情報を入手することができる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

防災行政無線 設置数 223局 55局 278局 

戸別受信機 設置数 535機 7,515機 8,050機 

設置補助金 なし 18,343円／台 廃止 

テレビ神奈川データ放送 あり あり あり 

ジェイコム小田原データ放送 あり あり あり 

市ホームページ あり あり あり 

緊急速報メール あり あり あり 

災害情報配信システム あり なし あり 

テレホンサービス あり なし あり 

ＦＭおだわら防災行政無線割り込み

システム 

あり なし あり 

ジェイコム小田原再送信告知放送 あり なし あり 

ユビ・オダワラＵｂｉ-Ｏ あり なし あり 

※ 南足柄市において、戸別受信機設置に対する補助は、平成 29年度から事業凍結中。 

 

自主防災組織育成事業 

 小田原市の水準を適用するため、南足柄市内の自主防災組織に対する補助金額が増加し、より充実し

た資機材の整備、防災訓練の実施が図られる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

防災訓練に対する補

助 

世帯数に応じ 40,000 円

～105,000円 

なし 世帯数に応じ 40,000 円

～105,000円 

防災資機材購入に対

する補助 

購入金額の４／５（限度

額あり） 

購入金額の１／２（限度

額あり） 

購入金額の４／５（限度

額あり） 

 

木造住宅耐震化推進事業 

 小田原市の水準を適用するため、南足柄市民にとっては補助金額が増加する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

木造住宅耐震診

断費補助事業 

補助金額 費用の２／３ 費用の１／２ 費用の２／３ 

限度額 60,000円 30,000円 60,000円 

木造住宅耐震改

修費補助事業 

設計・工事管理費

に対する補助 

費用の２／３ 

限度額 15万円 

両費用の合計額の

１／２ 

限度額 40万円 

費用の２／３ 

限度額 15万円 

改修費に対する

補助 

費用の１／２ 

限度額 55万円 

費用の１／２ 

限度額 55万円 
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市民相談事業 

 小田原市の水準を適用する。南足柄市民にとっては、一般市民相談を受けられる日数が増加し、その

他の特別相談の種類も増加する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

一般市民相談 休日を除く毎日 週３日（月・水・木） 休日を除く毎日 

法律相談 随時 月１日 随時 

心配ごと相談 随時 なし 随時 

司法書士相談 随時 なし 随時 

税務相談 随時 月１日 随時 

行政（苦情）相談 随時 月１日 随時 

宅地建物取引相談 随時 ２ヶ月に１回 随時 

人権擁護相談 随時 なし 随時 

行政書士相談 随時 なし 随時 

 

女性相談事業 

 相談員による相談は両市とも週４日行っているが、合併後は週５日となる。南足柄市のみで行ってい

る女性弁護士による法律相談は、合併後も継続するので、小田原市民にとっては利便性が向上する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

相談員による相

談 

日数 週４日 週４日 週５日 

相談員数 １人／日 １人／日 ２人／日 

女性弁護士による法律相談 なし 月１日 月１日 

 

消防団 

 消防団については、合併後３年を目途に１団体制とします。 

合併したら消防団の組織は統合するが、活動内容に変更なし。地域に対する防災活動や災害時の消火

活動・救助活動を引き続き行い、地域に密着した活動を継続していく。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

消防団の組織 １団２２分団 １団９分団 ３年後を目途に１団３

１分団とする。 
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ごみ処理手数料等 

 ごみの焼却施設への持込手数料は、小田原市の水準を適用するため、南足柄市民にとっては、ごみの

重さにより負担額が増えることもあれば減ることもある。小動物の焼却は小田原市の水準を適用するの

で、南足柄市民にとっては負担額が増えるが、動物専用炉を使用することができる。大型ごみの収集に

ついては、南足柄市の水準を適用するので、小田原市民にとっては負担額が増加する。家電リサイクル

品については持込みも収集も行うので、小田原市民にとっては利便性が向上する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

ごみの持込み（大型ごみを含む） 25円／㎏ 240円／10㎏ 25円／㎏ 

小動物の焼却 持込み 1,700円／匹 1,200円／匹 1,700円／匹 

収集 3,400円／匹 業者に委託 3,400円／匹 

動物専用炉 あり なし あり 

大型ごみの収集 1,000円／個 1,200円／個 1,200円／個 

家電リサイクル

品 

持込み 行っていない 1,200円／個 1,200円／個 

収集 行っていない 2,400円／個 2,400円／個 

 

ごみの分別・収集事業 

 合併時は、それぞれの市の分別区分及び収集頻度を継続する。その結果、紙・布類及びペットボトル

の収集は、住んでいる地域によって頻度が変わってくる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

分別区分 9分別 18品目 6分別 21分類 合併時は、それぞ

れの市の分別区分

及び収集頻度を継

続。 

収集頻度 可燃ごみ ２回／週 ２回／週 

剪定枝 可燃ごみとして処

理 

戸別収集 

紙・布類 ２回／月 １回／週 

ペットボトル ２回／月 １回／週 

プラスチック製

容器包装 

１回／週 １回／週 

不燃ごみ １回／月 １回／月 

かん類 １回／月 １回／月 

びん類 １回／月 １回／月 

スプレー缶など １回／月 １回／月 

大型ごみ 戸別収集（有料） 戸別収集（有料） 
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ごみの減量化事業 

 指定ごみ袋の販売は、合併後も引き続き４種類で行っていく。生ごみを処理する段ボールコンポスト

については、小田原市の水準を適用するため、南足柄市民にも希望者には配布される。剪定枝の資源化

は両市で対応が異なるため、合併後にあり方を検討する。古紙のリサイクル事業については、小田原市

の水準を適用するため、南足柄市民にも紙袋の配布や高齢者世帯への戸別収集が利用でる。 

 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

指定ごみ袋（可燃

ごみ） 

種類 45、30、20、10 リ

ットルの４種類 

45、30、20、10 リ

ットルの４種類 

45、30、20、10 リ

ットルの４種類 

ごみ資源化事業 段ボールコンポ

スト 

配布 販売 配布 

剪定枝の資源化 未実施 実施 合併後に検討 

古紙のリサイク

ル事業 

紙袋の配布 実施 未実施 実施 

高齢者世帯戸別

収集 

実施 未実施 実施 

 

し尿収集事業 

 し尿収集の手数料は南足柄市の水準を適用するため、小田原市民にとっては負担額が上がる。くみ取

り回数は小田原市の水準を適用するため、南足柄市民にとっては利便性が向上する。し尿浄化槽の清掃

については南足柄市の水準を適用し、市が許可した業者により行う。そのため、合併後、小田原市民は

費用を業者に直接支払うこととなる。 

 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

し尿の収集 一般的な家庭に

おける手数料 

120円／世帯 

260円／人員数 

130円／世帯 

280円／人員数 

130円／世帯 

280円／人員数 

くみ取り回数 世帯人員数により

１～３回／月 

１回／月 世帯人員数により

１～３回／月 

し尿浄化槽の清

掃 

処理方式 市から委託された

業者による 

市が許可した業者

による 

市が許可した業者

による 

費用負担 市に手数料を支払

う 

業者に処理費用を

支払う 

業者に処理費用を

支払う 
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斎場・霊園運営事業 

 小田原市斎場の火葬室使用料は、市内居住者と市外居住者とで負担額が違う。合併後、南足柄市民に

とっては市内居住者扱いとなるので、負担額が減少する。久野霊園の使用は小田原市民に限られている

ので、合併後は南足柄市民も使用することができる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

小田原市斎場火

葬室使用料 

大人 ０円 27,000円 ０円 

小人 ０円 14,000円 ０円 

久野霊園墳墓使

用料 

４平方メートル 525,000円 使用不可 525,000円 

６平方メートル 787,000円 787,000円 

※ 小田原市斎場は平成 31年度に新しい斎場となり、使用料体系も変更が予定されている。 
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都市間交流事業 

 姉妹都市、友好都市等として両市で交流している都市とは、合併後も引き続き交流・連携を行う。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

海外姉妹都市 アメリカ合衆国チュラビ

スタ市 

オランダ王国ティルブル

グ市 

合併後も両市の都市間

交流を引き続き行って

いく。 国内姉妹都市 日光市、八王子市、寄居

町 

なし 

国内友好都市 斑鳩町、高崎市 なし 

海外都市 中国安陽市、韓国済州 なし 

 

生涯学習施設運営事業 

 両市で運営している生涯学習施設については、合併後も引き続き運営していく。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

図書館 設置数 ２ 

分館 ４ 

設置数 １ 

分室 １ 

全ての図書館、分館、分

室を引き続き運営する。 

博物館等 郷土文化館（分館松永記

念館）、尊徳記念館、文

学館 

郷土資料館 全ての博物館等を引き

続き運営する。 

生涯学習拠点施設 生涯学習センター 本

館 １ 

学習館 １ 

分館 ５ 

中部公民館 １ 全ての施設を引き続き

運営する。 

スポーツ施設 総合文化体育館 

テニスガーデン 

御幸の浜プール 

城山陸上競技場 

城山庭球場 

小峰庭球場 

城内弓道場 

上府中公園 

体育センター 

総合グラウンド 

大口河川敷グラウンド 

広町パークゴルフ場 

大口河川敷パークゴル

フ場 

運動公園 

全ての施設を引き続き

運営する。 
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スポーツイベント開催事業 

 スポーツイベントのうち、ウォーキング大会については両市のイベントを統合して開催する。その他

のイベントについては、これまでの体制のまま引き続き行っていく。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

ウォーキング大会 城下町おだわらツーデ

ーマーチ 

金太郎ウォーク 両大会を統合して開催

する。 

その他のイベント おだわら駅伝競走大会 

小田原市民総合体育大

会 

スポーツフェスティバ

ル 

おだわらキッズマラソ

ン 

おだわらスポーツ＆レ

クリエーションフェス

ティバル 

 

南足柄市制記念駅伝競

走大会 

南足柄市総合体育大会 

南足柄市少年スポーツ

大会 

南足柄市にこにこ走ろ

う大会 

南足柄市スポーツフェ

スティバル 

南足柄市長杯パークゴ

ルフ大会 

両市のイベントを引き

続き行っていく。 

 

学校施設開放事業 

 登録団体に対する学校施設開放については、原則として現行の利用箇所、利用料を継続する。ただし、

体育館の利用料は無料とするため、南足柄市民にとっては、利便性が向上する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

体育館 実施校数 36校 9校 45校 

利用料 無料 200円／時間 無料 

運動場 実施校数 2校 6校 8校 

利用料 無料 無料 無料 

夜間照明 実施校数 3校 2校 5校 

利用料 2,600～5,000 円／

２時間 

2,500～3,000 円／

回 

料金は現行どおり

とする。 

※ 両市ともに施設の統廃合計画を検討してるが、合併する場合はこの計画を統合して、より使いやす

い施設のあり方を検討していく。 
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中小企業支援事業 

 中小企業への融資及び神奈川県信用保証協会に支払う信用保証料の補助については小田原市の水準

を適用するため、南足柄市内の企業にとっては、限度額及び貸付利率が有利となり、保証料補助額も増

加する。中小企業退職金共済制度加入者への掛金の補助については廃止する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

中小企業への融

資 

限度額 ３千万円 １千万～３千万円 ３千万円 

貸付利率 1.9％ 1.9～2.4％ 1.9％ 

返済期間 ７年以内 ５～10年以内 ７年以内 

中小企業信用保証料補助金 上限 15万～６万円 上限５万円 上限 15 万円～６万

円 

中小企業退職金共済制度加入補助金 なし 掛金の 10％以内 廃止 

 

就職・勤労者支援事業 

 就職情報提供事業及び就職面接会事業は小田原市の水準を適用するため、南足柄市民にとっては利便

性が向上する。勤労者生活資金貸付事業については小田原市の水準を適用するため、南足柄市民にとっ

ては貸付の条件が向上する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

就職情報提供事業 ホームページによ

る提供 

市役所窓口での提

供 

市役所窓口での提

供 

ホームページによ

る提供 

市役所窓口での提

供 

就職面接会事業 実施 未実施 実施 

勤労者生活資金

貸付事業 

限度額 200万～500万円 150万円 200万～500万円 

返済期間 7年～10年以内 5年以内 7年～10年以内 
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観光振興イベント補助事業 

 両市が行っている観光振興イベントへの補助について、実行委員会が実施するイベントにも観光協会

が実施するイベントにも、引き続き現行どおりの補助を行っていく。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

実行委員会へ補助す

るイベント 

小田原城あじさい花菖

蒲まつり 

足柄金太郎まつり 両市のイベントを引き

続き行っていく。 

観光協会へ補助する

イベント 

小田原桜まつり 

小田原北條五代祭り 

小田原ちょうちん夏ま

つり 

小田原酒匂川花火大会 

忍者の里風魔まつり 

一夜城まつり 

小田原城菊花展 

小田原梅まつり 

流鏑馬 

夕日の滝びらき 

足柄峠笛まつり 

観光写真コンクール 

花まつり（稚児行列） 

両市のイベントに対す

る補助を引き続き行っ

ていく。 

 

農業振興補助事業 

 農業振興に対する補助事業については、概ね小田原市の水準を適用します。南足柄市民にとっては、

補助金や利子補給金を受けられる制度が増えます。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

新規就農者就学支援

事業補助金 

制度あり 制度なし 小田原市の水準を適用

する。 

新規就農者支援事業

補助金 

制度あり 制度あり 小田原市の水準を適用

する。 

定年帰農者農業支援

事業奨励金 

制度あり 制度なし 小田原市の水準を適用

する。 

小田原市農業後継者

対策資金融資利子補

給金 

制度あり 制度なし 小田原市の水準を適用

する。 

小田原市認定農業者

対策資金融資利子補

給金 

制度あり 制度なし 小田原市の水準を適用

する。 

農業近代化資金融資

利子補給金・農業振興

資金利子補給金 

制度あり 制度あり 小田原市の水準を適用

する。 

農作物災害助成資金

緊急融資利子補給

金・農業災害対策資金

利子補給金 

制度あり 制度あり 小田原市の水準を適用

する。 
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水道料金 

 合併時は両市の料金体系を継続する。そして、合併後３年までに料金改定を実施し、新たな料金水準

とする。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

家庭用水道料金 基本料金 1,220円／２ヶ月 1,400円／２ヶ月 合併時は両市の料金

体系を継続し、合併

後３年までに料金改

定を行う。 

50 立方メートル

使用時の料金 

4,420円／２ヶ月 3,850円／２ヶ月 

※ 小田原市においては、平成 29年に料金改定が行われ、新たな料金水準となっている。 

 

水道サービスセンター 

 小田原市のみに設立されている水道サービスセンターは存続させ、南足柄市の区域もサービス対象と

する。その結果、休日や夜間を問わず、市民の皆様からの各種問合せに対し、より迅速かつ適切にサー

ビスを提供することができる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

休日及び夜間におけ

る対応 

水道サービスセンター

で連絡を受け、必要に応

じて現場対応を行う。 

職員が連絡を受け、必要

に応じて修理業者に現

場対応をしてもらう。 

水道サービスセンター

で連絡を受け、必要に応

じて現場対応を行う。 

 

水質管理事業 

 水質検査項目数や水質管理対策済み施設数について、両市で違いがある。合併後に統一した検査項目

数や水質管理設備整備計画を定め、より安全な水道水の提供に努める。 

 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

水質管理目標設定項

目検査 

２６項目で実施 １１項目で実施 合併後、検査項目･検査

頻度を速やかに定める。 

クリプトスポリジウ

ム等対策済み施設 

３施設 未対策 合併後、計画的に施設整

備を実施する。 
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下水道使用料 

 合併時は両市の使用料体系を継続する。そして、合併後３年までに使用料を見直し、新たな使用料水

準とする。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

下水道使用料（水

道水使用） 

基本料金 1,811円／２ヶ月 1,348円／２ヶ月 合併時は両市の使用

料体系を継続し、合

併後３年までに使用

料を見直す。 

50 立方メートル

使用時の料金 

6,475円／２ヶ月 4,326円／２ヶ月 

 

水洗化工事助成事業 

 小田原市のみで行っている水洗化工事費の補助は合併後も引き続き行うので、南足柄市民は新たに補

助を受けられる。水洗化改造資金の貸付は南足柄市の水準を適用するので、合併後、小田原市民は、市

からではなく金融機関から借りることとなる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

水洗化工事費補

助金 

水洗化工事 1万～5万円 なし 2万円 

合併処理浄化槽

の廃止を含む水

洗化工事 

7万円 なし 7万円 

共同住宅の水洗

化工事 

1万円 なし 1万円 

水洗化改造資金

貸付 

貸付金額 40 万円以内／便器

数 

40 万円以内／便器

数 

40 万円以内／便器

数 

貸付方法 直接貸付 融資斡旋・利子補給 融資斡旋・利子補給 

※ 水道料金は、水道事業を行うために必要な経費に基づき定められる。この必要経費には、「原水から

飲料水にするために要する経費」や「浄水場から各家庭の蛇口へ供給するために要する経費」が含

まれる。 

両市では、原水からの「浄水処理方法」や浄水処理に伴う「水質検査の実施内容」、水を供給す

るための「水道施設の耐震化の取り組み」に大きな違いがあるため、両市の料金に差がある。 

 

 小田原市 南足柄市 

水源（原水） 河川表流水 ８６％ 

地下水 １４％ 

河川表流水 ４５％ 

地下水 ５５％ 

水質検査 県営水道の検査水準に準じ、箇所

数・項目数・頻度を法定検査基準よ

り多く実施 

法定検査基準頻度により実施 

基幹管路の耐震化率 ５２％が耐震化済み ４％が耐震化済み 
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戸籍・住民票関係証明手数料 

 証明手数料の両市の水準は概ね同じであるため、合併後も同じ額を維持する。なお、印鑑登録証の再

交付については南足柄市の水準を適用するので、小田原市民については再交付にかかる手数料を新たに

負担していただくこととなる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

住民票の写し 300円 300円 300円 

住民基本台帳の閲覧 300円 300円 300円 

個人番号カード再交付 800円 800円 800円 

戸籍の附票の写し 300円 300円 300円 

戸籍謄本又は抄本 450円 450円 450円 

除籍謄本又は抄本 750円 750円 750円 

届出受理証明 350円 350円 350円 

届出記載事項証明 350円 350円 350円 

印鑑登録証明書 300円 300円 300円 

印鑑登録証再交付 無料 300円 300円 

 

自治会活動助成等事業 

 合併時においては両市の体制を維持するが、合併後に小田原市の方式を基本として調整する。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

行政文書の配布、回覧・

ポスターの掲示等 

委託料が支給される 委託事業ではない 合併時は現行どおりと

し、合併後に小田原市

の事務処理方式を基本

として調整する。 

市広報紙の配布 委託料が支給される 委託事業ではない 

自治会組織活動交付金 支給されない 支給される 
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地方税 

個人市民税、法人市民税及び軽自動車税については、現行のとおりとするが、減免基準については、

小田原市の水準を適用する。固定資産税及び都市計画税については、現行のとおりとするが、納期につ

いては、小田原市の水準を適用する。市たばこ税については、現行のとおりとする。これらの税につい

ては、両市ともに同じ税率であるため、合併後も両市民の負担額は変わらない。 

入湯税については、小田原市の水準を適用する。その結果、南足柄市内の鉱泉浴場に宿泊を伴わない

で入湯する方には、新たに入湯税が課されることとなる。 

区分 小田原市 南足柄市 合併後 

個人市民税 均等割 3,500円 3,500円 3,500円 

所得割 ６％ ６％ ６％ 

法人市民税 均等割 標準税率を適用 標準税率を適用 標準税率を適用 

法人税割 9.7～12.1％ 9.7～12.1％ 9.7～12.1％ 

軽自動車税 税率 標準税率を適用 標準税率を適用 標準税率を適用 

固定資産税 税率 1.4％ 1.4％ 1.4％ 

都市計画税 税率 0.2％ 0.2％ 0.2％ 

市たばこ税 税率（旧三級

品） 

2,925円／千本 2,925円／千本 2,925円／千本 

税率（旧三級

品以外） 

5,262円／千本 5,262円／千本 5,262円／千本 

入湯税 税率（宿泊を

伴う） 

150円 150円 150円 

税率（宿泊を

伴わない） 

100円（入湯料金 1,200

円以下の場合は課税

免除） 

課税免除 100円（入湯料金 1,200

円以下の場合は課税

免除） 

 

町名・字名 

合併前の小田原市の区域における町または字の名称は、現行のとおりとし、合併前の南足柄市の区域

における字の名称は、合併時までに変更の必要性について検討する。ただし、小田原市と南足柄市にお

いて類似する字の名称については、地域住民の意向を踏まえ、合併時に変更を行うよう調整する。 

 

都市内分権 

小田原市は地区自治会数が２５３と多いため、複数の自治会を束ねて、２６の地区自治会連合会を形

成している。南足柄市は、３４の地区自治会が個々に活動している。合併後は自治会組織の一体化がで

きるように各自治会に働きかけていくが、南足柄市の区域にできる地域審議会などを使って慎重に検討

を進めていく。 
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ウ 県西地域の中心市のあり方に関する調査の実施について 

（ア）中核市移行について 

■調査の実施について 

前回（７月４日）開催の調査特別委員会において、全国の中核市等に対し調査をすることが

決定された。 

   調査内容等については 

１ 調査対象とする中核市について・・・人口 30 万人程度までの中核市とする。 

なお中核市移行を断念した市も対象とする。 

   ２ 調査内容について      ・・・調査票（前回資料）項目に、中核市移行時の費   

（ランニング・イニシャルコスト）、専門職員数、  

人件費の動向、事務量の変化、許認可事務の変化

等を追加する。 

■調査期間 

 平成２９年８月中旬照会、９月末までの期限とした回答の約１カ月余の間 

■調査依頼先 

 本市議会議長から、次ページの中核市２１市及び施行時特例市２市の議長へ依頼する。 

 ※鳥取市についても調査対象とする。 

   ・特例市指定（H17.10.01）の鳥取市は、総務省に指定申請（H29.07.25）をした。 

   ・なお、H29.6.末の住民基本台帳上の人口は 190,169人で、本市と同規模である。 

■調査内容 

  【共通項目】・・・・調査対象とした全市 

①現状とすべきとした行政の判断は何か 

②人口（年齢階層別）推移（指定年から平成４２年度：５年ごと、実績値及び推計値） 

   ③財政状況及び財政推計・計画（指定年から平成４２年度：５年ごと） 

   

【中核市調査項目】・・・・抽出した 21の中核市 

④中核市移行に伴う分野別業務の状況 

    ・移行時の初期経費及び維持運営経費 

    ・事務量の変化 

    ・一般職員数及びその人件費の変化 

    ・専門職員数及びその人件費の変化 

   

【中核市移行を断念・見送るとした市への項目】 

⑤中核市移行を断念・見送るとしたその根拠 

   

【中核市移行を申請した施行時特例市への項目】 

   ⑥中核市移行を申請したその根拠 

   

【共通項目】・・・・調査対象とした全市 

⑦参考助言等 

  ・今後、中核市移行を予定する市に対する、参考意見、留意事項等の助言をいただく。 

調査項目、内容は同様のもの 
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■人口３０万人程度の中核市及び中核市移行を断念・見送るとした施行時特例市等の抽出 

１ 平成２９年１月１日現在、全国４８ある中核市のうち、移行時における人口３０万人程度 

（３５万人未満）の中核市は、次の２１市である。  （人口：35 万人以上となった市） 

 移行年月日 都道府県名 都市名 

人口（単位：人） 

指定時における 

国勢調査に基づく 

人口（単位：人） 

H29.03.31現在 

住民基本台帳人口 

備考 

１ H08.04.01 富山県 富山市 ３２１，２５４ ４１７，６３３ H17.4合併 

２ H09.04.01 秋田県 秋田市 ３１２，０３５ ３１３，４４４  

３ H09.04.01 福島県 郡山市 ３２６，８３１ ３２６，８５１  

４ H10.04.01 愛知県 豊田市 ３４１，０７９ ４２３，９１６  

５ H10.04.01 高知県 高知市 ３２１，９９９ ３３２，０５９  

６ H10.04.01 宮崎県 宮崎市 ３００，０６８ ４０３，２２５  

７ H11.04.01 香川県 高松市 ３３１，００４ ４２７，０９９  

８ H15.04.01 埼玉県 川越市 ３３０，７６６ ３５１，６５４  

９ H15.04.01 愛知県 岡崎市 ３３６，５８３ ３８４，９５０  

10 H17.10.01 北海道 函館市 ３０５，３１１ ２６３，７０６  

11 H17.10.01 山口県 下関市 ３０１，０９７ ２６８，２５７  

12 H18.10.01 青森県 青森市 ３１１，５０８ ２８７，８００  

13 H20.04.01 岩手県 盛岡市 ３００，７４６ ２９２，０１４  

14 H20.04.01 福岡県 久留米市 ３０６，４３４ ３０６，２１１  

15 H21.04.01 群馬県 前橋市 ３１８，５８４ ３３８，１２７  

16 H21.04.01 滋賀県 大津市 ３２３，７１９ ３４２，１５４  

17 H25.04.01 沖縄県 那覇市 ３１５，９５４ ３２３，３０９  

18 H27.04.01 埼玉県 越谷市 ３２６，３１３ ３３９，６７７  

19 H28.04.01 広島県 呉市 ２３９，９７３ ２２９，８６８  

20 H28.04.01 長崎県 佐世保市 ２６１，１０１ ２５１，１３４  

21 H29.01.01 青森県 八戸市 ２３１，３７９ ２３３，０７０  

 H17.10.01 鳥取県 鳥取市 ２００，７４４ １９０，１６９  

 ２ 中核市移行を断念・見送ることとした施行時特例市 

 
特例市移行

年月日 
都道府県名 都市名 

人口（単位：人） 

指定時における 

国勢調査に基づく 

人口（単位：人） 

H29.03.31現在 

住民基本台帳人口 

備考 

１ H14.04.01 大阪府 岸和田市 ２００，１０４ １９７，６２９  

２ H19.04.01 新潟県 上越市 ２０８，０８２ １９５，８８０  

 ３ 参考：小田原市及び南足柄市の状況 

 
特例市移行

年月日 
都道府県名 都市名 

人口（単位：人） 

指定時における 

国勢調査に基づく 

人口（単位：人） 

H29.03.31現在 

住民基本台帳人口 

備考 

１ H12.11.01 神奈川県 小田原市 ２００，１０３ １９２，８５６  

２   南足柄市  ４３，１５１  
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■調査票（案） 

  

  議第  号  

平成２９年  月  日  

○○市議会議長 

○ ○ ○ ○ 様 

                                           小田原市議会議長 

加 藤 仁 司 

                                            

中核市移行等に係る調査について（依頼） 

 

○○の候ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

現在、当市におきましては、人口減少や少子高齢化が進む中、安定的な行政サービス

を提供するため、隣接する南足柄市との合併の検討に関すること、当市が中核市に移行

する場合の影響、また南足柄市をはじめ周辺自治体との広域的な連携体制の構築に関す

ることなど、神奈川県西地域の中心市としてそのあり方に関し南足柄市と任意協議会を

設置し協議を行っております。また当市は、平成１２年１１月１日特例市に指定され、

現在、施行時特例市となっている状況でもあります。 

このような状況下、当市議会としてもこれら諸問題を調査するため「県西地域の中心

市のあり方に関する調査特別委員会」を設置し、任意協議会の協議状況の確認や関連す

る諸問題の調査等を行っております。 

そこで、当市議会としましては、 

＜中核市に対して＞ 

中核市に移行されてからの貴市の状況を調査させていただきたく、御依頼申し上げます。 

＜中核市移行を申請した市に対して＞ 

 中核市移行をするとした貴市の状況を調査させていただきたく、御依頼申し上げます。 

＜中核市移行を断念・見送るとした施行時特例市に対して＞ 

特例市として指定され以後、中核市への移行を見送る方向とした貴市の状況を調査させて

いただきたく御依頼申し上げます。 

 

つきましては、御多忙中誠に恐縮でございますが、本調査に御協力いただきますよう

お願いいたします。 

なお、本調査に係る回答につきましては、同封の調査票により平成２９年○月○○日

までにメールにてお願いいたします。 

担当 

                小田原市議会事務局  

議会総務課 議事調査係 山﨑 

電 話：０４６５－３３－１７６１ 

ＦＡＸ：０４６５－３３－１７６０ 

E-mail：shigikai@city.odawara.lg.jp 

mailto:shigikai@city.odawara.lg.jp
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■貴自治体名：             市 

①現状とすべきとした行政の判断は何か 

 

 

 

 

 

②人口（年齢階層別）推移（指定年から平成４２年度まで：５年ごと、実績値及び推計値） 

（単位：人） 

 指定年 

（H ） 

2000年 

（H12） 

2005年 

（H17） 

2010年 

（H22） 

2015年 

（H27） 

2020年 

（H32） 

2025年 

（H37） 

2030年 

（H42） 

人口総計         

 年少人口         

生産人口         

老年人口         

 国勢調査に基づくもの、国立社会保障・人口問題研究所推計値 

 

③財政状況及び財政推計・計画（指定年から平成４２年度） 

（単位：千円） 

 指定年 

（H ） 

2000年 

（H12） 

2005年 

（H17） 

2010年 

（H22） 

2015年 

（H27） 

2020年 

（H32） 

2025年 

（H37） 

2030年 

（H42） 

歳入合計         

 市税         

国県支出金         

市債         

その他         

歳出合計         

 人件費         

扶助費         

繰出金         

投資的経費         

その他         

歳入歳出差額         

基準財政需要額         

基準財政収入額         

財源移譲額         

基準財政規模         

財政力指数         

決算カード、財政推計 
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④中核市移行に伴う分野別業務の状況 

  ○分野別に議記入ください 

      分 野 

調査項目 

民生行政 
備考 

移行前決算値 移行後決算値 

主

な

権

限

移

譲

事

務

に

係

る

行

政

内

部

状

況

に

つ

い

て 

 初期投資経費額    

 

 

人件費    

設備費    

その他    

 維持運営管理経費額    

 

 

人件費    

設備費    

その他    

 事務量の変化   

 事務処理期間    

 一般職員   

 

 

職員数の推移    

人件費（年額）    

人件費の推移    

 専門職員   

 

 

職員数の推移    

人件費（年額）    

人件費の推移    

確保策    

 財源措置    

 

交付税    

国県支出金    

一般財源    

その他財源    

移行における今後の展開 

（課題と対策など） 

  

市

民

等

の

反

応 

中核市移行後の意識の変化 

  

事務手続き等に対する反応 
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○前記の行政分野のうち、主な事務事業に係る状況について（内訳の１つとして） 

      分 野 

調査項目 

民生行政 
備考 

移行前決算値 移行後決算値 

主

な

権

限

移

譲

事

務

に

係

る

行

政

内

部

状

況

に

つ

い

て 

主 な 事 務 事 業 名   

 初期投資経費額    

 

 

人件費    

設備費    

その他    

 維持運営管理経費額    

 

 

人件費    

設備費    

その他    

 事務量の変化   

 事務処理期間    

 一般職員   

 

 

職員数の推移    

人件費（年額）    

人件費の推移    

 専門職員   

 

 

職員数の推移    

人件費（年額）    

人件費の推移    

確保策    

 財源措置    

 

交付税    

国県支出金    

一般財源    

その他財源    

移行における今後の展開 

（課題と対策など） 

  

市

民

等

の

反

応 

中核市移行後の意識の変化 

  

事務手続き等に対する反応 

  

 

  
・調査分野としては、次の７分野とする。 

○民生行政     ○保健衛生行政    ○都市計画・建設行政    ○環境行政  

○文化・教育行政  ○産業・経済行政   ○その他（各行政委員会事務） 
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 ⑤中核市移行を断念・見送るとしたその根拠 

   施行時特例市であります貴市におかれましては、報道や定例会の会議録等から中核市移行を

断念・見送ると確認されました。平成３２年３月３１日を期限とする施行時特例市はその後、

一般市となるものの特例市における事務は引き継がれる中、中核市移行を断念・見送るとした

その根拠や検証内容等を御教示いただきたいと存じます。 

   そこで、次の項目については、中核市移行による効果等一般的に提示されているものであり

ますが、これら項目に対する検証内容やその他貴市における状況等を勘案した検証内容等、根

拠としたデータ（財政収支データや人口推移、人材確保における相手方の交渉概要等）を含め

提示できる範囲でいただきたいと存じます。 

 

  

⑥中核市移行を申請したその根拠 

   施行時特例市であります貴市におかれましては、報道等から中核市指定の申請が総務省へさ

れた旨、確認されました。 

   当市と同規模の人口であります貴市において中核市移行をするとしたその根拠や検証内容

等を御教示いただきたいと存じます。 

そこで、次の項目については、中核市移行による効果等一般的に提示されているものであり

ますが、これら項目に対する検証内容やその他貴市における状況等を勘案した検証内容等、根

拠としたデータ（財政収支データや人口推移、人材確保における相手方の交渉概要等）を含め

提示できる範囲でいただきたいと存じます。 

 

 

 上記⑤、⑥に係る調査項目は次ページ参照 
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 ○調査項目概要 

 １ 中核市移行の効果 

 （１）包括的なサービス提供等 

最も市民に身近な基礎自治体である市が市民ニーズの把握、政策立案、許認可及びサービス提供を

包括的に実施することによる即応性の向上や窓口の一本化による市民の利便性の向上が図られる。 

（２）事務の効率化 

県と市が個別に実施している関連事務の一元化や経由事務の減少等により処理期間の短縮等、事務

処理効率が向上する。 

（３）独自性を発揮した特色あるまちづくりの推進 

多くの許認可権を効果的に活用し、特色あるサービス提供やまちづくりの推進が可能となる。 

（４）地域保健衛生行政の充実・強化 

市保健所設置により、広範で技術的かつ高度な事務を新たに実施することになるほか、保健所事務

と保健センター事務との一元化や市立病院との連携促進が図られるなど、市民生活に密接に関わる

保健衛生行政が充実・強化される。 

（５）職員の能力向上 

広範かつ専門性の高い権限を行使する機会や自己決定機会が増加するほか、多くの専門職員を擁す

ることとなるなど、職員の能力向上が図られる。 

（６）行財政の透明性の向上 

包括外部監査の実施による監査機能の強化により、行財政運営の透明性が向上する。 

（７）国等への発信力の強化 

中核市市長会への参画等に伴う国への提言機会の増加等、市としての発信力が強化される。 

 ２ 移行に係る課題と対応 

 （１）人材の確保・育成 

県からの移譲事務及び中核市となることによる新規事務への対応とするために、専門職（医師、歯

科医師、保健師、獣医師、薬剤師など）を中心とした人材の確保と育成が必要となる。 

（２）施設・設備の整備 

保健所等施設整備のほか、検査機器等の備品及び電算システムの整備を要する。 

（３）移行後の事務処理に要する経費等 

職員の増員及び事業費の増等、移譲事務の処理等に要する新たな財政負担が生じる。 

 ３ その他 貴市において検証した内容 

 （１）人口の見通し 

（２）組織体制 

（３）将来財政状況 等 
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 ○調査回答 

 １ 中核市移行の効果に係る検証について 検証の有無 根拠・データ等 

 （１）包括的なサービス提供等 

                           

                           

□有 

□無 

□有 

□無 

資料提示 

□可 

□否 

（２）事務の効率化 

                           

                           

□有 

□無 

□有 

□無 

資料提示 

□可 

□否 

（３）独自性を発揮した特色あるまちづくりの推進 

                           

                           

□有 

□無 

□有 

□無 

資料提示 

□可 

□否 

（４）地域保健衛生行政の充実・強化 

                           

                           

□有 

□無 

□有 

□無 

資料提示 

□可 

□否 

（５）職員の能力向上 

                           

                           

□有 

□無 

□有 

□無 

資料提示 

□可 

□否 

（６）行財政の透明性の向上 

                           

                           

□有 

□無 

□有 

□無 

資料提示 

□可 

□否 

（７）国等への発信力の強化 

                           

                           

□有 

□無 

□有 

□無 

資料提示 

□可 

□否 

 ２ 移行に係る課題と対応に係る検証 検証の有無 根拠・データ等 

 （１）人材の確保・育成 

                           

                           

□有 

□無 

□有 

□無 

資料提示 

□可 

□否 

（２）施設・設備の整備 

                           

                           

□有 

□無 

□有 

□無 

資料提示 

□可 

□否 

（３）移行後の事務処理に要する経費等 

                           

                           

□有 

□無 

□有 

□無 

資料提示 

□可 

□否 

 ３その他 貴市において検証した内容 検証の有無 根拠・データ等 

 （１）人口の見通し 

 

（２）組織体制 

 

（３）将来財政状況 

 

□有 

□無 

□有 

□無 

資料提示 

□可 

□否 
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⑦参考助言等 

今後、中核市移行を予定する市に対し、参考となる御意見、留意事項等ございましたら御紹介

ください。 

 

 

 

 

 


